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第 1 章 荒川区子ども・子育て支援計画策定の趣旨 

 第 1 節 計画策定の背景（P. 2）        
○区では、平成２７年度から子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」

と次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」、健やか親子２１に基づ

く「母子保健計画」を一体とした「荒川区子ども・子育て支援計画」を策定し、ライフステ

ージを軸に切れ目ない支援を構築していくために、基本理念と４つの基本目標を設定し、施

策の展開を図ってきました。 

○出産・子育てへの不安や孤立感を持つ保護者の増加や児童虐待、待機児童の発生、子どもの

貧困など、子どもや子育てをめぐる環境は厳しさを増しており、継続的な支援や各機関が連

携した対応の必要性が高まっています。また、中途退学、若者無業者（ニート）やひきこも

りなど、本人や家族だけでは解決できない困難を抱える若者への支援も求められています。 

〇そのため、区では、第１期計画に包含していた３つの計画に加え、子どもの貧困対策の推進

に関する法律に基づく「子どもの貧困対策計画」、子ども・若者育成支援推進法に基づく「子

ども・若者計画」を含んだ総合的な計画として、妊娠から出産、子育て、子どもの成長を通

じて切れ目のない支援を行い、子どもの権利を守ることを基本として、子どもと子育て家庭

に対する支援、子ども・若者の健全育成、児童虐待の未然防止と児童相談所の設置運営、子

どもの貧困対策、ひとり親家庭の自立支援、母子保健、困難を抱える若者の支援などを一体

的に盛り込んだ「第２期荒川区子ども・子育て支援計画」を策定します。 

 第 2 節 計画の位置付け（P. 4）  
       
 

 

 

 

         
 
 

 
 

第 3 節 計画期間（P. 5）            
令和２年度から６年度までの５年間とします。 

 

 第 4 節 計画の策定体制等（P. 5） 
  関係部署で構成する「荒川区子ども・子育て支援計画検討委員会」を設置し、検討しまし

た。 
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母子保健計画 

子どもの貧困対策計画 

子ども・若者計画 

第 2 期荒川区子ども・子育て支援計画（素案）【概要】

荒川区健康増進計画 
荒川区学校教育ビジョン 
荒川区障がい者総合プラン 
荒川区男女共同参画社会推進

計画 
荒川区生涯学習推進計画 

荒川区基本構想・基本計画・実施計画 
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第 2 章 荒川区における子ども・子育てを取り巻く現状 

第 1 節 人口の推移等（P. 6~） 
待機児童数   

＜地域別＞          （人）    ＜年齢別＞             （人） 

 

平成 27 

年度 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

 

 

平成 27 

年度 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

南千住 ６ ２４ ４１ ６ ８  0 歳 １  ５４ ３５ １２ ０  

荒川 ６ １４ ３０ ８ ８  1 歳 ４７  ８９ ９４ ４９ ４５ 

町屋 ７ １８ ２５ １４ ８  2 歳 ０  ２１ ４８ １９ ０ 

尾久 １８ ４１ ４３ ３７ １０  3 歳 ０  ０ ４ ０ ０ 

日暮里 １１ ６７ ４２ １５ １１  4-5 歳 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ４８ １６４ １８１ ８０ ４５  計 ４８ １６４ １８１ ８０ ４５ 

各年度 4 月１日現在                各年度４月１日現在 

第 2 節 人口推計（P.28~） 

18 歳未満人口推計 

〇住民基本台帳人口を基準に令和２年以降の１８歳未満人口を推計した結果、今後も１８歳未満

人口は増加し、令和７年には２９，８３４人まで増加することが予測されます。 

 
第 3 節 ニーズ調査結果（P. 35~）         
〇区の教育・保育サービスや子育て支援事業に関するアンケート調査を実施しました。 

〇未就学児 2,100 人 回答数 1,313 人 回収率 62.5％ 

〇就学児  1,900 人  回答数 1,246 人 回収率 65.6％ 
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第 3 章 第 1 期荒川区子ども・子育て支援計画の評価と今後の方向性 

 第 1 節 第 1 期計画の取り組みと評価（P. 64~） 
 第 2 節 第 2 期計画の推進に向けて（P. 80） 

第 2 期荒川区子ども・子育て支援計画の方向性 

〇待機児童の解消に引き続き努めるとともに様々な保育ニーズへの対応を図るため、保育施

設が在宅育児家庭を含むすべての子育て世代が悩みや不安を気軽に相談することができる

地域の子育て拠点として機能するよう整備を図っていきます。 

〇区では、これまでの取組の上に、子どもと家庭の状況を見極める専門的な視点と予防的対応

の充実を図り、児童相談所の設置と子どもに関わる各種事業、各種機関の連携強化を車の両

輪として進める「新しい児童相談体制」を構築することとしています。 

〇令和２年４月の荒川区子ども家庭総合センター（区児童相談所）の設置とともに、児童虐待

の予防と子どもの権利擁護に重点的に取り組むため、第 2 期計画では新たに目標を設定し、

関連事業の体系的な推進に取り組んでいきます。 

また、家庭養育の推進や児童養護施設の誘致など社会的養護体制の充実を図っていきます。 
〇子どもの貧困対策について、区では国に先駆けて、リスクを持った世帯のシグナルを早期に

発見し、支援に繋げるよう地域と一緒に子どもの居場所事業などに取り組んできました。改
正子どもの貧困対策推進法を踏まえ、第 2 期計画に「子どもの貧困対策計画」を包含し、子
どもの生活及びその取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に子どもの貧困対策に取
り組んでいきます。 

〇発達障がいや発達に課題がある子どもへの支援については、ゆりかごプランや 1 歳 6 か月
健診、3 歳児健診を活用し、早期発見するとともに、関係各課や保育園・幼稚園・小学校等
で情報共有・連携し、ライフステージに応じた支援を継続していく具体的な方策を検討して
いきます。 

〇児童虐待、いじめ、少年による重大事件の発生、有害情報の氾濫など、子ども・若者をめぐ
る環境の悪化やニートやひきこもり、不登校、発達障がいなど子ども・若者の抱える問題が
深刻化しています。第２期計画においては、子ども・若者育成支援の取組を盛り込み、「子
ども・若者計画」を包含した計画とし、18 歳以上の若者も対象として施策を推進していき
ます。 

 

第 4 章 第 2期荒川区子ども・子育て支援計画 

 第 1 節 基本理念（P. 81）               
未来の主役である子ども・若者が、心身ともに健やかに成長し、自立することを応援するため

の計画です。第２期計画においては、引き続き第１期計画の基本理念に掲げるものとします。 

 

 

 
 
 
 

 第 2 節 計画策定にあたっての基本目標（P. 81~） 
(１)計画策定にあたっての基本目標 
計画の策定にあたり、第２章で示した現状及び第３章の第１期計画の評価と今後の方向性を

踏まえ、第２期計画においては、区児童相談所を設置し、総合的な児童相談行政を区が担い、

地域全体で切れ目ない一貫した相談・支援を行うことから、７つの基本目標を設定し、施策の

展開を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで支え合い 未来への夢と希望に満ちあふれた 
子どもたちの笑顔でいっぱいのまち あらかわ 
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基本目標１ 妊娠期からの切れ目ない支援強化による養育環境の整備と生涯を通した健康づくり 

●子育て世代包括支援センター機能整備により、妊産婦や子育て家庭に寄り添った切れ目ない

支援を行う仕組みを強化し、養育環境を整えます。 

●妊娠期を、生涯を通した健康づくりの起点と捉え、子育て家庭全体の健康づくりを進めます。 

 

基本目標２ 児童虐待の予防と子どもの権利擁護 

●妊娠、出産、子育てにかかる父母の不安感や負担感が増している中で、そのような育児不安

を抱え込むことは、虐待のリスクを高めることにもつながります。 

●妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支える仕組みを身近な場から充実します。 

 

基本目標３ 子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上  

●乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期であり、親子の愛着

形成や、子どもの発育・発達を促すための支援を行います。 

 

基本目標４ 子どもの生きる力と活動の支援 

●地域の中で、子どもが安心して過ごすことができる場所や、本来もっている力を存分に発揮

し活躍できる場と機会を拡充するとともに、地域での活動に参加することを通じて、多世代

と交流する機会を充実します。 

●地域社会の担い手の一員としての活動や多世代交流の体験を通じて、社会性、主体性、協調

性などの生きる力を育むことを地域とともに支えます。 

●子どもの頃から地域で活動することや、地域との関わりをもつことで、地域に対する愛着を

培い、地域社会で若者、大人、親へと成長し、地域の子どもの活動を支える立場として関わ

りを継続・循環していくことができる環境を整えます。 

 

基本目標５ 支援が必要な子ども・家庭への支援 

●支援を必要とする子どもたちが地域社会で健やかに成長するには、子どものライフステージ

にあわせて、行政の各分野（保健、保育、教育、福祉等）が総合的に支援する仕組みが不可

欠です。 

●子育て家庭が安心して暮らしていけるよう精神的、経済的な支援に関する情報提供や相談体

制の充実を図ります。  

 

基本目標６ 困難を抱える若者とその家族への支援 

●すべての子ども・若者は、年齢を重ねるごとに様々な課題を克服しながら成長していきます。

しかし、個々の子ども・若者を取り巻く生活環境は異なり、それぞれの成長段階で本人やそ

の家族だけでは解決できない困難な状況もあります。すべての子ども・若者が抱える抱えや

すい困難を解決・低減することで、健やかに成長し、社会的自立をし、早期に社会の一員と

して活躍できるよう、様々な機関と連携を図ります。 

 

基本目標７ 社会の一員として地域に貢献できる環境づくり 

●子育てしやすい社会を実現するためには、働き方の見直しによる仕事と生活の調和が不可欠

です。子育て家庭、事業主、労働者、地域住民への働きかけを行い、すべての人がワーク・

ライフ・バランスを享受することにより、多様な生き方を実現できる環境づくりを推進しま

す。 

 

 第 3 節 計画の体系図（P. 83~） 
 第 4 節 荒川区子ども・子育て支援計画事業（P. 88~） 
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第 5 節 子ども・子育て支援法に基づく量の見込みと確保方策（P. 152~） 
 
１ 幼児期の学校教育・保育、地域子育て支援拠点事業等の提供区域 
 〇幼児期の学校教育及び地域子ども・子育て支援事業のための区域は、広域利用等による提供

体制を確保するため、１区域とします 

 〇保育及び地域子育て支援拠点事業のための区域は、身近な地域で利用できる提供体制を確保

していくため、南千住、荒川、町屋、尾久、日暮里の５区域とします。 

 

  
  

２ 子ども・子育て支援法に基づく量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期 
〇令和２年度から６年度までにおける、幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業（学童クラブ等）について、子ども・子育て支援法に基づく量の見込み、提供体制の確保内

容（確保量）及びその実施の時期を設定します。 

① 幼児期の学校教育        （人） 
実施時期 

（年度） 

１年目 

（令和２年度） 

２年目 

（令和３年度） 

３年目 

（令和４年度） 

４年目 

（令和５年度） 

５年目 

（令和６年度） 

①
必
要
利
用
定
員
総

数
（
量
の
見
込
み
） 

１号認定 １，７８２ １，７５３ １，６７９ １，６３６ １，６０６ 

２号認定 ２８３ ２７８ ２６５ ２５９ ２５５ 

合計 ２，０６５ ２，０３１ １，９４４ １，８９５ １，８６１ 
うち他の 

市区町村の児童 
１３７ １３７ １３７ １３７ １３７ 

②
確
保
量 

１号認定 ９７９ ９７９ １，０９９ １，０３９ １，０３９ 

２号認定      
施設型給付を 

受けない幼稚園 
１，０４０ ９８０ ８００ ８００ ８００ 

他の市区町村 ４８６ ５２０ ５１３ ５３６ ５１０ 

合計 ２，５０５ ２，４７９ ２，４１２ ２，３７５ ２，３４９ 

②－① ４４０ ４４８ ４６８ ４８０ ４８８ 

   〇幼児期は、義務教育及びその後の教育の基礎を創る大切な時期であるため、遊びのなか

での興味や関心に沿った活動からそれらを活かした学びへ、さらには、学童期における

教科等を中心とした学習への流れを意識して、教育内容や方法を充実させていきます。 
〇区立幼稚園等は、預かり教育や幼小連携の事業のモデル実施を行うなど、区立幼稚園等

のあり方を検討しながら運営を行っていきます。 
   〇私立幼稚園に対しては、引き続き教育環境の整備や事業の実施のための支援を継続して

いきます。 
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② 保育                            （人） 
実施時期 

（年度） 

１年目 

（令和２年度） 

２年目 

（令和３年度） 

３年目 

（令和４年度） 

４年目 

（令和５年度） 

５年目 

（令和６年度） 

①
必
要
利
用
定
員
総
数

（
量
の
見
込
み
） 

２号認定 ３，０４８ ２，９９８ ２，８６９ ２，７９７ ２，７４５ 

３号認定 
（０歳児） ３８２ ３８７ ３９３ ４０１ ４１１ 

３号認定 

（１・２歳児） 
１，８３６ １，７７６ １，７９０ １，８１４ １，８４５ 

計 ５，２６６ ５，１６１ ５，０５２ ５，０１２ ５，００１ 

②
確
保
量 

２号認定 ３，４０３ ３，４６３ ３，５２３ ３，５２３ ３，５２３ 

３号認定 

（０歳児） 
５４０ ５４６ ５４６ ５４６ ５４６ 

３号認定 

（１・２歳児） 
２，１６４ ２，２００ ２，２００ ２，２２９ ２，２２９ 

計 ６，１０７ ６，２０９ ６，２６９ ６，２９８ ６，３０１ 

②－① 

２号認定 ３５５ ４６５ ６５４ ７２６ ７７８ 

３号認定 

（０歳児） 
１５８ １５９ １５３ １４５ １３５ 

３号認定 

（１・２歳児） 
３２８ ４２４ ４１０ ４１５ ３８４ 

計 ８４１ １，０４８ １，２１７ １，２８６ １，２９７ 

〇これまでの保育園整備により、当面は保育需要を満たすと想定しますが、引き続き、

地域別・年齢別のニーズを適宜把握し、不足が生じる地域には認可保育園の新設等の

対応を図っていきます。 
〇また、区における保育に関する現況と課題を踏まえ、保育施設が質の高い保育サービス

の提供に向けて役割を果たしていくためには、全ての保育施設が協力・連携していく必

要があります。そのために、これまでの連携体制に加え、拠点園を中心としたエリア単

位で連携していく体制を構築し、連携強化、保育の質の向上、地域の子育て拠点として

の支援等の取組を実施していきます。 
 

③ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）              （人） 
実施時期 

（年度） 

１年目 

（令和２年度） 

２年目 

（令和３年度） 

３年目 

（令和４年度） 

４年目 

（令５年度） 

５年目 

（令和６年度） 

①量の見込み １，６５７ １，７０５ １，７６４ １，８１０ １，８３２ 

②確保量 １，６９５ １，７９５ １，８３５ １，８３５ １，８３５ 

②－① ３８ ９０ ７１ ２５ ３ 

 
〇学齢児童数の増加等により、平成２７年度以降、利用者数の増加が続いており、学童

クラブを新設するなど供給体制の確保に取り組んでいます。今後も学童クラブの需要

が増加傾向にある地域においては、引き続き供給体制の確保に努めていきます。 
 


